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制定 ２０１８年 ４月 １日 

改正 ２０１８年 ９月１５日 

改正 ２０１９年 ３月１７日 

改正 ２０２２年 ４月 １日 

改正 ２０２３年 ３月１１日 

改正 ２０２３年１１月 １日 

最新改正 ２０２４年 ２月２４日 

加納東自治会連合会第１３支部運営内規 

（目的） 

第１条 この内規は、加納東自治会連合会第１３支部規約(２０１８年４月１日制定。以下、「規約」という)

に定める当支部の運営に関する必要事項を定めることを目的とする。 

（役員の輪番） 

第２条 規約第６条（役員）第３項に定める役員、および同第９条（各種団体の役員）に定める各種団体

等の支部代表等の役員の就任は、下記のルールおよび輪番に従うものとする。ただしこれらの

ルールおよび輪番と異なる役員の就任が理事会にて承認された場合はこの限りではない。 

ア．副支部長と支部監事は同一役員が兼任する。 

イ．支部長は、加納東自主防災団第１３分団(以下、「分団」という)の分団長とは原則とし

て兼務できない。ただし理事会および分団双方が承認した場合はこの限りではない。 

ウ．青少年市民会議委員は、原則として家族に小学生ないし中学生がいる構成員が就任する

ものとする。ただしやむを得ない場合はこの限りではない。 

２．輪番は別表の通りとし、以降この順序にしたがい順次就任する。ただし子供会の輪番運

営は、小学校・中学校ともに同会の内規ないし運用による。 

（年間支部費等） 

第３条 規約第 19 条（支部費）第１項に定める年間支部費の単価は、体育費（150 円）＋市民体育祭助

成金（300 円）＋支部活動費（450 円）の計 900 円とする。ただし予算・繰越金等の財務状況に

より、理事の協議により減免することもできる。 

２．規約第 20 条（支部に委嘱された集金）に定める連合会より支部に委託された集金のうち募金以

外は以下の２項目とし、委託元が定めた金額とする。ただし単位自治会が減額または不払いを

申し出た場合は、理事会で協議の上対応する。 

ア．自治会連合会費 

イ．市民体育祭負担金 

３．規約第 20 条の２（募金）に定める募金等については以下の３項目とする。 

ア．日赤事業協賛金 

イ．社会福祉協議会費 

ウ．赤い羽根共同募金 

エ．その他、これに類する募金等 
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４．単位自治会または単位自治会の構成員が前項の募金等を納付する方法については、支部長

が指示する。 

（年間行事予定） 

第４条 当支部の主要な年間行事予定は以下の通り。ただし各種行事主催者の都合等により、中止、

変更となる場合がある。 

ア．単位自治会から当支部への第３条（年間支部費等）第２項に定める各種会費一括納入……４

月末まで 

イ．第３条（年間支部費等）第３項に定める募金等の納付……支部長からの指示による 

ウ．加納東地域防災訓練 

エ．加納東市民体育祭準備、選手選抜等とりまとめ、終了後の片付け、等 

オ．年次理事会……３月 

（各種データ等の取扱い） 

第５条 役員交代時には、前任者は規約第 11 条（各種データ等の取扱い）に定める対応の他、後任者

が就任後すみやかに業務を執行できるよう、ＵＳＢに翌年度用のフォルダおよびデータを作成

し引き渡す。 

（単位自治会の構成員情報の取扱い） 

第６条 本支部は、原則として単位自治会構成員の個人情報を自治会名簿のような一括した形で入手

しないものとする。ただし規約第 24 条（個人情報の取得）第１項における取扱いはこの限りでは

ない。 

付則 

この運営内規は規約施行と同時に施行する。 

以上 

【改定履歴】 

2018 年 4 月 1 日 制定  

2018 年 9 月 15 日 改訂 第２条第２項 子供会の輪番を「同会の内規ないし運用による」に変更 

2019 年 3 月 17 日 改訂 第２条第２項 連合会からの指示に基づく青少年市民会議支部代表

委員の就任資格条件設定(小中学校生の保護者)にとも

ない、同委員の輪番を「子供会関係者の協議による」に

変更 

2022 年 4 月 1 日改訂 第２条第２項 

 

 

第３条第１項 

2022 年度より連合会文化部委員を、従来の岐阜市加納

鉄砲町４丁目自治会固定から、支部内輪番制に移行す

ることにともなう変更 

体育祭等のイベントが中止・縮小されたこと等にともない

剰余金が発生するなどの予定外の事情により、臨時的

に年間支部費を減免することも可能とするよう変更 

2023 年 3 月 11 日改訂 第３条第３項、

第３条第４項

(新設) 

集金方法を一括納付から原則個別納付に変更のうえ、

寄付等は構成員の任意であることを明文化 
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第４条(変更) 

2023 年 11 月 1 日改訂 第３条第１項 金額改定 

・現 

体育費 200 円 

支部活動費 250 円 

計 450 円 

・新 

体育費 150 円 

市民体育祭助成金(新設) 300 円 

支部活動費 450 円 

計 900 円 

2024 年 2 月 24 日改訂 第２条第２項 子供会が減少したことにともない、2024 年度から青少年

市民会議支部代表委員を、子供会による協議から通常

の輪番制に変更 

輪番表を別表化 

 



別表

天満宮

① 〇 〇 2
② 〇 〇 〇 〇 4
③ 〇 〇 2
④ 〇 〇 2
⑤ 〇 1
① 〇 〇 2
② 〇 〇 2
③ 〇 〇 〇 〇 4
④ 〇 〇 2
⑤ 〇 〇 2
① 〇 〇 2
② 〇 〇 2
③ 〇 〇 2
④ 〇 〇 〇 〇 4
⑤ 〇 〇 2
① 〇 〇 2
② 〇 〇 2
③ 〇 〇 2
④ 〇 〇 2
⑤ 〇 〇 〇 〇 4
① 〇 〇 〇 〇 4
② 〇 〇 2
③ 〇 〇 2
④ 〇 〇 2
⑤ 〇 〇 2
① 〇 〇 2
② 〇 〇 〇 〇 4
③ 〇 〇 2
④ 〇 〇 2
⑤ 〇 〇 2
① 〇 〇 2
② 〇 〇 2
③ 〇 〇 〇 〇 4
④ 〇 〇 2
⑤ 〇 〇 2
① 〇 〇 2
② 〇 〇 2
③ 〇 〇 2
④ 〇 〇 〇 〇 4
⑤ 〇 〇 2
① 〇 〇 2
② 〇 〇 2
③ 〇 〇 2
④ 〇 〇 2
⑤ 〇 〇 〇 〇 4
① 〇 〇 〇 〇 4
② 〇 〇 2
③ 〇 〇 2
④ 〇 〇 2
⑤ 〇 〇 2
① 〇 〇 2
② 〇 〇 〇 〇 4
③ 〇 〇 2
④ 〇 〇 2
⑤ 〇 〇 2
① 〇 〇 2
② 〇 〇 2
③ 〇 〇 〇 〇 4
④ 〇 〇 2
⑤ 〇 〇 2
① 〇 〇 2
② 〇 〇 2
③ 〇 〇 2
④ 〇 〇 〇 〇 4
⑤ 〇 〇 2
① 〇 〇 2
② 〇 〇 2
③ 〇 〇 2
④ 〇 〇 2
⑤ 〇 〇 〇 〇 4

年度
単位

自治会

連合会役員

2036 18 12

2034 16 12

2035 17 12

2032 14 12

2033 15 12

2030 12 12

2031 13 12

2028 10 12

2029 11 12

2026 8 12

2027 9 12

2024 6 12

2025 7 12

2023 5 12

市民
消火隊

神社
総代

計

子
供
会

関
係
者
の

協
議
に
よ
る

体育
振興会

交通
安全

環境
美化

文化部
青少年
市民会

防災団 各種団体等(一部略称)

(西暦) (和暦) 支部長
副支部長
支部監事

支部
会計

分団長
副

分団長

①……岐阜市加納鉄砲町１丁目自治会
②……岐阜市加納鉄砲町２丁目自治会
③……加納鉄砲町３丁目自治会
④……岐阜市加納鉄砲町４丁目自治会
⑤……加納鉄砲町５丁目自治会 - 4 -



天満宮年度
単位

自治会

連合会役員
市民

消火隊
神社
総代

計
体育

振興会
交通
安全

環境
美化

文化部
青少年
市民会

防災団 各種団体等(一部略称)

(西暦) (和暦) 支部長
副支部長
支部監事

支部
会計

分団長
副

分団長
① 〇 〇 〇 〇 4
② 〇 〇 2
③ 〇 〇 2
④ 〇 〇 2
⑤ 〇 〇 2
① 〇 〇 2
② 〇 〇 〇 〇 4
③ 〇 〇 2
④ 〇 〇 2
⑤ 〇 〇 2
① 〇 〇 2
② 〇 〇 2
③ 〇 〇 〇 〇 4
④ 〇 〇 2
⑤ 〇 〇 2
① 〇 〇 2
② 〇 〇 2
③ 〇 〇 2
④ 〇 〇 〇 〇 4
⑤ 〇 〇 2
① 〇 〇 2
② 〇 〇 2
③ 〇 〇 2
④ 〇 〇 2
⑤ 〇 〇 〇 〇 4
① 〇 〇 〇 〇 4
② 〇 〇 2
③ 〇 〇 2
④ 〇 〇 2
⑤ 〇 〇 2
① 〇 〇 2
② 〇 〇 〇 〇 4
③ 〇 〇 2
④ 〇 〇 2
⑤ 〇 〇 2
① 〇 〇 2
② 〇 〇 2
③ 〇 〇 〇 〇 4
④ 〇 〇 2
⑤ 〇 〇 2
① 〇 〇 2
② 〇 〇 2
③ 〇 〇 2
④ 〇 〇 〇 〇 4
⑤ 〇 〇 2
① 〇 〇 2
② 〇 〇 2
③ 〇 〇 2
④ 〇 〇 2
⑤ 〇 〇 〇 〇 4
① 〇 〇 〇 〇 4
② 〇 〇 2
③ 〇 〇 2
④ 〇 〇 2
⑤ 〇 〇 2
① 〇 〇 2
② 〇 〇 〇 〇 4
③ 〇 〇 2
④ 〇 〇 2
⑤ 〇 〇 2
① 〇 〇 2
② 〇 〇 2
③ 〇 〇 〇 〇 4
④ 〇 〇 2
⑤ 〇 〇 2
① 〇 〇 2
② 〇 〇 2
③ 〇 〇 2
④ 〇 〇 〇 〇 4
⑤ 〇 〇 2

2044 26 12

2042 24 12

2043 25 12

2040 22 12

2041 23 12

2038 20 12

2039 21 12

2037 19 12

2045 27 12

2046 28 12

2047 29 12

2048 30 12

2049 31 12

2050 32 12

①……岐阜市加納鉄砲町１丁目自治会
②……岐阜市加納鉄砲町２丁目自治会
③……加納鉄砲町３丁目自治会
④……岐阜市加納鉄砲町４丁目自治会
⑤……加納鉄砲町５丁目自治会 - 5 -




















